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「 最近耳にするようになった リスキリング とは？ 」 
 

   最近、リスキリングという言葉を耳にするようになりましたが、皆さんはご存じでしょうか？ 

 リスキリングとは、『技術革新やビジネスモデルの変化に対応するために、新しい知識やスキルを学ぶこと』 

 をいいます。 

  注目を集めているきっかけは、2020 年のダボス会議において、「リスキリング革命（Reskilling 

Revolution）」が発表されたことでした。また、岸田総理の所信表明演説内では、リスキリングに「今後５年

間で１兆円投入」という発言があり、新語・流行語大賞にもノミネートされるなど、非常に注目されています。 

 

 

  ◆リスキリング 

   技術革新やビジネスモデルの変化に対応するために、業務上で必要とされる新しい知識やスキルを学ぶ 

ことで、経済産業省はリスキリング（Re-skilling）を「新しい職業に就くために、あるいは、今の職業で

必要とされるスキルの大幅な変化に適応するために、必要なスキルを獲得する／させること」と定義して

います。 

 

    リスキリングは「リカレント教育」ではない！ 

     リカレントとは、「循環する」「繰り返す」といった意味を持ち、それぞれの必要なタイミングで教育 

を受け、また仕事に戻るといったことを繰り返す仕組みのことです。業務と並行しながら学ぶリスキ

リングと違い、一度仕事を離れて大学などの教育機関で学び直すことを指します（新しいことを学ぶ 

ために「職を離れる」ことが前提）。 

    リスキリングは単なる「学び直し」ではない！ 

     昨今の「学び」への注目のなかには、個人が関心に基づいて「さまざまな」ことを学ぶこと全体を 

よしとする言説が多いが、リスキリングは「これからも職業で価値創出し続けるために」「必要なス 

キル」を学ぶ という点が強調される。 

 

  ◆リスキングが企業や組織にもたらすこと 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

    

「 裁量労働制の専門業務型、制度見直し 」 
 

     厚生労働省の審議会により専門業務型を採用する際に、本人同意必須とする制度を 2024 年からの 

運用を目指し、決定されました。決定にあたり、下記が追加されます。 

     ☑同意しない労働者への不利益取扱の禁止 

☑新卒者や、未習熟者に適用しない 

また、新たな業務として「銀行や証券会社で M&A に関わる業務」が加わります。 

 

 

 

 

制度概要 

業務の性質上、業務遂行の手段や方法、時間配分等を大幅に労働者の裁量にゆだ

ねる必要がある業務として厚生労働省令及び厚生労働省告示によって定められた

業務の中から、対象となる業務を労使で定め、労働者を実際にその業務に就かせ

た場合、労使であらかじめ定めた時間働いたものとみなす制度。 

労働時間 労使協定で定めた時間を労働したものとみなす 

手続き 

労使協定において、以下の事項を定め、労働基準監督署へ届出 

・その事業場で対象とする業務 

・みなし労働時間 

・対象労働者の健康・福祉確保措置 

・対象労働者の苦情処理措置       等 

対象業務 

法律で定められる以下の業務に限られる。 

・新商品若しくは新技術の研究開発又は人文科学若しくは自然科学に関する研究の業務 

・情報処理システムの分析又は設計の業務 

・新聞若しくは出版の事業における記事の取材若しくは編集の業務又は番組の制作のため 

の取材若しくは編集の業務 

・衣服、室内装飾、工業製品、広告等の新たなデザインの考案の業務 

・放送番組、映画等の制作の事業におけるプロデューサー又はディレクターの業務 

・コピーライターの業務        ・金融工学等の知識を用いて行う金融商品の開発 

・システムコンサルタントの業務     の業務 

・インテリアコーディネーターの業務   ・大学における教授研究の業務（主として研究に 

・ゲーム用ソフトウェアの創作の業務   従事するものに限る） 

・公認会計士の業務          ・証券アナリストの業務 

・弁護士の業務            ・弁理士の業務 

・税理士の業務            ・不動産鑑定士の業務 

・建築士（一級建築士、二級建築士及び木造建築士）の業務 

・中小企業診断士の業務 
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